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平成２４年度氷見市人事行政の運営等の状況 

 

 氷見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に基づき、平成２４年度における氷見

市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。 

 なお、一部の項目については、平成２５年４月１日の状況を公表します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員数の状況（各年４月１日現在）                      （単位：人） 

区 分 
職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 24年 平成 25年 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

一

般

管

理 

議  会 

総  務 

税  務 

労  働 

農林水産 

商  工 

土  木 

５ 

７１ 

２３ 

１ 

３０ 

６ 

４０ 

５ 

７１ 

２３ 

１ 

２９ 

５ 

４０ 

 

 

 

 

△１ 

△１ 

 

 

 

 

 

事務事業の見直し 

事務事業の見直し 

 

小  計 １７６ １７４ △２  

福 

祉 

民  生 

衛  生 

７２ 

２１ 

６８ 

２１ 

△４ 

 

退職不補充（保育士・調理員）  

 

小  計 ９３ ８９ △４  

一般行政計 ２６９ ２６３ △６  

特 別 

行 政 

教  育 

消  防 

７５ 

５４ 

７０ 

５２ 

△５ 

△２ 

退職不補充（調理員・用務員)等 

退職見込者補充の増員配置終了 

小  計 １２９ １２２ △７  

公 

営 

企 

業 

等 

病  院 

水  道 

下 水 道 

そ の 他 

２ 

８ 

７ 

２３ 

２ 

８ 

７ 

２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

小  計 ４０ ４０   

合   計 ４３８ ４２５ △１３  

  （注）地方公共団体定員管理調査による数で、教育長及び臨時職員を含む数です。 
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(2) 年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
20歳 

未満 

20～ 

23歳 

24～ 

27歳 

28～ 

31歳 

32～ 

35歳 

36～ 

39歳 

40～ 

43歳 

44～ 

47歳 

48～ 

51歳 

52～ 

55歳 

56～ 

59歳 

60歳 

以上 
計 

H25 

職員数 
3 18 15 15 27 36 39 51 65 81 67 7 424 

H25 

構成比 
0.7% 4.3% 3.5% 3.5% 6.4% 8.5% 9.2% 12.0% 15.3% 19.1% 15.8% 1.7% 100.0% 

H20 

職員数 
1 4 13 35 35 39 61 68 80 79 101 16 532 

H20 

構成比 
0.2% 0.8% 2.4% 6.6% 6.6% 7.3% 11.5% 12.8% 15.0% 14.8% 19.0% 3.0% 100.0% 

 

 (3) 集中改革プランⅡにおける定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

  ① 定員適正化目標（数・率）（水道事業分及び病院事業分を含む） 

計  画  期  間  
数  値  目  標  

始   期  終   期  

平成２２年４月１日  平成２７年４月１日  
△ 65 人  ・  △ 13.5% 

（ 480 人  →  415 人）  

  ②  進捗状況 

職 員 数 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７ 年度 目標 

Ｈ22.4 

職員数Ａ 

Ｈ22.4 

職員数Ｃ 

Ｈ23.4 

職員数Ｄ 

比較増減 

D-C 

Ｈ23.4 

職員数E 

Ｈ24.4 

職員数F 

比較増減 

F-E 

Ｈ24.4 

職員数Ｇ 

Ｈ25.4 

職員数Ｈ 

比較増減 

Ｈ-Ｇ 

Ｈ25.4 

職員数Ｉ 

Ｈ26.4 

職員数Ｊ 

比較増減 

Ｊ-Ｉ 

Ｈ26.4 

職員数Ｋ 

Ｈ27.4 

職員数Ｌ 

比較増減 

Ｌ-Ｋ 
Ｈ27.4.1 

全会計 ４８０ ４８０ ４６３ △１７ ４６３ ４３８ △２５ ４３８ ４２５ △１３       415 

普通会計 ４３６ ４３６ ４２１ △１５ ４２１ ３９８ △２３ ３９８ ３８５ △１３       - 

全国類似団体 

（普通会計） 
４５８ ４５８ ４５８ -- ４５８ ４１８ --   -   -   -  

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20歳

未満

20～

23歳

24～

27歳

28～

31歳

32～

35歳

36～

39歳

40～

43歳

44～

47歳

48～

51歳

52～

55歳

56～

59歳

60歳

以上

H25構成比

H20構成比
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前回計画《定員適正化計画（計画期間：平成 17年 4月 1日～平成 22年 4月 1日）》の実績  

職 員 数 

平成17年度 平成18年度 平成1９年度 平成20年度 平成21 年度 平成22 年度 

Ｈ16.4 

職員数Ａ 

Ｈ17.4 

職員数B 

比較増減 

B-A 

Ｈ17.4 

職員数Ｃ 

Ｈ18.4 

職員数Ｄ 

比較増減 

D-C 

Ｈ1８.4 

職員数E 

Ｈ1９.4 

職員数F 

比較増減 

F-E 

Ｈ19.4 

職員数Ｇ 

Ｈ20.4 

職員数Ｈ 

比較増減 

Ｈ-Ｇ 

Ｈ20.4 

職員数Ｉ 

Ｈ21.4 

職員数Ｊ 

比較増減 

J-I 

Ｈ21.4 

職員数Ｋ 

Ｈ22.4 

職員数Ｌ 

比較増減 

Ｌ-Ｋ 

全会計 912 889 △23 889 848 △41 848 808 △40 ８０８ ５３３ △２７５ 533 506 △27 506 480 △26 

普通会計 528 513 △15 513 490 △23 490 472 △18 ４７２ ４８３ １１ ４83 ４61 △22 ４61 436 △25 

全国類似団体 

（普通会計） 
497 541  541 581 - 581 510 - ５１０ ４８９ - 489 ４76 - 475 458  - 

 

(4) 採用の状況（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

区   分 
競争試験 選  考 

計 
男性 女性 計 男性 女性 計 

行政職 ３ ２ ５  １  ６ 

 一般行政 ２ ２ ４  １  ５ 

 土木 １  １    １ 

消防職 ４  ４    ４ 

計 ７ ２ ９  １  １０ 

 

(5) 昇任の状況（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

区   分 
昇 任 選 考 

部長級 課長級 課長補佐級 主査級 主任級 

市長部局等 ３ １２ ２ １０ ４ 

消防 １   １ ３ 

計 ４ １２ ２ １１ ７ 

 

(6) 退職の状況（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

区   分 普通退職 勧奨退職 整理退職 定年退職 転出 死亡退職 計 

行政職  ４  ９ １  １４ 

 一般行政  ４  ７ １  １２ 

 保育士    ２   ２ 

消防職    ４   ４ 

技能労務職  ３  ４   ７ 

 調理員  ３  ３   ６ 

 用務員    １   １ 

計  ７  １７ １  ２５ 
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２ 職員の給与に関する事項 

(1)人件費の状況（普通会計決算） 

区分 

住民基本 

台帳人口 

(H25.3.31) 

歳出額 A 実質収支 人件費 B 
人件費 

比率(B/A) 

（参考） 

前年度の 

人件費比率 

２４年度 
人 千円 千円 千円 ％ ％ 

51,885 23,271,390 640,414 3,754,533 16.1 17.0 

 

(2)職員給与費の状況（普通会計予算） 

区分 
職員数 

A 

給 与 費 １人あたり給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

２５年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

386 1,584,357 205,700 573,815 2,363,872 6,124 

 

(3)総人件費の抑制について 

職員給与の抑制と定数職員の削減により総人件費の削減を図っています。 

① 職員給与の削減 

・ 給料の削減（平成 20年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで実施。給料総額△約 5％） 

・ 職員給与の臨時的減額措置（平成 25年 7月 1日から平成 26年 3月 31日まで実施） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

・ 特殊勤務手当の見直し（平成 21年 4月 1日から保育業務手当及び給食業務手当を廃止） 

② 定数職員の削減 

・ 事務事業の見直しと廃止 

・ 民間活力の導入（民営化、指定管理者制度、更なる業務委託の推進等について検討） 

・ 組織の見直し（簡素で効率的な行政運営） 

 

(4) 一般行政職給料表の状況（平成２５年４月１日現在） 

                                              （単位：円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１号給の 

給料月額 
135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200 

最高号級の 

給料月額 
243,700 307,800 354,700 388,300 400,600 422,600 456,200 

 

(5) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成２５年４月１日現在） 

①一般行政職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷見市 45.9 352,066 
397,606 

374,166 

富山県 44.1 344,300 418,900 

国（減額前） 
43.1 

332,446 405,463 

国（減額後） 307,220 376,257 
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②技能労務職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷見市 53.9 343,069 
356,901 

344,635 

 
うち学校給食員 54.5 344,919 

350,900 

 346,530 

 
うち用務員 52.3 330,121 

339,221 

 330,121 

 
うち自動車運転手 55.0 384,870 

473,386 

 392,620 

 
その他 55.3 347,712 

362,423 

 349,878 

富山県 52.1 354,700 402,300 

国（減額前） 
49.9 

286,850 325,400 

国（減額後） 272,119 309,534 

  

 ③消防職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷見市 38.1 309,302 
369,472 

332,788 

（注）１ 「平均給料月額」とは、２５年４月１日現在における職種ごとの職員の給料月額の平均です。 

２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのもので、比較のため富山県と同じベースで計算したものです。また、下段は国家公

務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベー

スで計算したものです。 

３ 国の「減額前」は、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前の額であり、「減額後」は同措置による減

額後の額です。 

 

(6) 職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在） 

区   分 
氷見市 国 

初 任 給 初 任 給 

一般行政職 
大学卒 172,200 172,200 

高校卒 140,100 140,100 

技能労務職 
高校卒 133,100 －  

中学卒 121,600 －  

消防職 
大学卒 187,500 －  

高校卒 158,100 －  
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(7) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在） 

区   分 
経  験  年  数 

１０年以上 1５年未満 15年以上 20年未満 20年以上 25年未満 

一般行政職 
大学卒 277,300 317,900 368,800 

高校卒 －  －  319,900 

技能労務職 
高校卒 －  －  288,500 

中学卒 －  －  －  

消防職 
大学卒 291,500 －  373,700 

高校卒 260,900 313,100 345,800 

 

(8)一般行政職の級別職員数の状況（平成２５年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

標準的な職務 
主事 

技師 

主事 

技師 
主任 主査 

課長補佐 

総括主査 
課長 部長 

職員数（人） 13 9 50 55 54 28 9 

構成比（％） 6.0 4.1 22.9 25.2 24.8 12.9 4.1 

 （注）１ 氷見市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

    ２ 標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

(9)職員手当の状況（平成２５年４月１日現在） 

区分 氷 見 市 国 

期末 

手当 

 

勤勉 

手当 

１人当たり平均支給額（２４年度） 

              １，４９７千円 

 

（２４年度支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225月分 0.675月分 

１２月期 1.375月分 0.675月分 

 計 2.60月分 1.35月分 

 (1.25月) (0.85月) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

   

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225月分 0.675月分 

１２月期 1.375月分 0.675月分 

 計 2.60月分 1.35月分 

 (1.25月) (0.85月) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

退職 

手当 

（24 年度支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

               職務の級による加算措置 

１人当たり平均支給額（２４年度） 

定年・勧奨     ２４，０１５，７５３円 

（24 年度支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.03 月分 28.7875 月分 30.87 月分 

勤続 25 年 32.83 月分 38.955 月分 38.955 月分 

勤続 35 年 46.55 月分 55.86 月分 55.86 月分 

最高限度額 55.86 月分 55.86 月分 55.86 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

         職務の級による加算措置 

 （注） 退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成２４年度に退職した職員（企業職は除く）に支給された平均額です。 
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特殊勤務手当支給実績（２４年度実績） ３，４１７千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（２４年度実績） ２９，２０５円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度） ２７．５％ 

手当の種類（手当数） １４ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

市税等徴収手当 税務課に勤務する

職員 

市税その他の収入金の徴収、督促又は滞

納処分のため外勤したとき 

日額 300円 

社会福祉業務手当 福祉課に勤務する

職員 

生活保護法による保護の実施又児童福祉

法による措置の実施のため外勤したとき 

日額 300円 

行旅死亡人等取扱手当 福祉課に勤務する

職員 

(1) 行旅病人の救護業務に従事したとき 

(2) 行旅死亡人の取扱業務に従事したと

き 

(1) １件当たり 1,000円 

(2) １件当たり 2,500円 

感染症防疫手当 健康課に勤務する

職員 

感染症防疫作業等に従事したとき 日額 300円 

保健指導等業務手当 健康課に勤務する

保健師、栄養士又

は理学療法士 

保健指導等の業務で外勤したとき 日額 300円 

清掃業務手当 リサイクルプラザ

に勤務する職員 

清掃業務に従事したとき 日額 700円 

（5時間未満のときは 350円） 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における調

査、測量その他の作業、建築物、公園、

管渠その他の工事の監督又は水質、騒音

等の調査、測定等の危険を伴う業務に従

事するために外勤したとき 

日額 200円 

用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の施

行により生ずる損失の補償について、そ

の権利者又は被補償者等と面接して交渉

を行う業務に従事したとき 

日額 500円 

大型自動車等運転手当 財務課、建設課に

勤務する職員 

道路交通法第３条に規定する大型自動車

又は大型特殊自動車の運転作業に従事し

たとき 

日額 300円 

除雪作業手当 財務課、建設課に

勤務する職員 

道路において行う除雪車による除雪作業

及びこれに伴う排雪等の作業に従事した

とき 

日額 300円 

変則勤務手当 中央公民館又は勤

労青少年ホームに

勤務する職員 

勤務時間の割振りが変則である勤務に従

事したとき 

日額 200円 

消防救急業務手当 消防職員 消防救急業務のため出動したとき １回 150円 

（救急救命士の場合 300円） 

消火活動業務手当 消防職員 火災の消火活動業務のため出動したとき １回 200円 

夜間消防業務手当 消防職員 正規の勤務時間による勤務の一部又は全

部が深夜において行われる消防業務に従

事したとき 

１回 300円 
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時間外 

勤務手当 

平成２４年度 
支給実績 ６２，４４８千円 

職員１人あたり平均支給年額 ２３３，８８８円 

平成２３年度 
支給実績 ５６，９６２千円 

職員１人あたり平均支給年額 ２１６，５８７円 

 

 

区分 内   容 
国の制度

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（２４年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（２４年度決算） 

扶養

手当 

(1)配偶者  13,000円 

(2)配偶者以外 

① 月額  6,500円 

配偶者がない場合は、そのうち 1 人に

ついて月額 11,000円 

② 満16歳の年度初めから満22歳の年度末

までの間にある子 1人につき、5,000円

を加算 

同じ  千円 円 

３８，０２４ ２１６，０４５ 

住居

手当 

借家等 

 ①家賃 23,000円以下の場合 

  家賃－12,000円 

 ②家賃 23,000円を超える場合 

  11,000円＋（家賃－23,000円）／２ 

  （最高限度額 27,000円） 

同じ  ６，３４４ ２４４，０１５ 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6箇月定期券等の価額による一括支給 

 全額支給限度額  1箇月あたり 55,000円 

(2)交通用具使用職員 

 距離段階区分に応じ 2,000円～24,200円 

異なる ○国の制度 

 

 

(2) 交通用具使用職員 

 距離段階区分

に応じ 2,000円 

～24,500円 

２０，１５２ ６１，０６６ 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に給料に定額

支給。 

同じ  ３６，３６４ ３６７，３１５ 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中に勤務した

職員に支給 

 １時間当たりの給与額×135/100×時間数 

異なる １時間あたりの

給与額の算定の

総時間数から休

日及び年末年始

の時間を減じて

いる。 

１６，３９８ １８２，１９５ 

夜間

勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午

前５時までの間に勤務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×25/100×時間数 

３，９１０ ９０，９２２ 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必

要等により週休日等に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000円 

６時間以上 6,000～12,000円 

同じ  ７５１ ３２，６５２ 
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(10)特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在） 

 給料月額等 

給 料 市 長 

副市長 

８１０，０００円 

６７０，０００円 

報 酬 議 長 

副議長 

議 員 

４９５，０００円 

４４０，０００円 

４２０，０００円 

期末手当 市 長 

副市長 

議 長 

副議長 

議 員 

６月期 １．４０月分 

１２月期 １．５５月分 

計  ２．９５月分 

  ※ 加算措置有り 

退職手当  （算定式） （支給時期） 

市 長 810千円×在職月数×500/100÷12 （任期毎） 

副市長 670千円×在職月数×280/100÷12 （任期毎） 

 

 

３ 公営企業の状況 

(1) 水道事業 

① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区分 総費用 

 

Ａ 

純損益又は

実質収支 

人件費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

人件費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

２３年度の総費用に占

める人件費比率 

２４年度 
  千円 

1,225,559 

千円 

85,105 

千円 

60,840 

％ 

5.0 

％ 

5.2 

  

   イ 予算  

区分 
職員数 

A 

給 与 費 １人あたり給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

２５年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

8 34,137 5,754 12,604 52,495 6,562 

      （注）１ 職員手当には退職給与金を含んでいません。 

           ２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

 

ウ 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制と定数職員の削減により総人件費の削減を図っています。 

（職員給与の削減） 

・ 給料の削減（平成 20年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで実施。給料総額△約 5％） 

・ 職員給与の臨時的減額措置（平成 25年 7月 1日から平成 26年 3月 31日まで実施） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

（定数職員の削減） 

・ 事務事業の見直し 
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② 職員の基本給、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成２５年４月 1日現在） 

区分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷 見 市 45.2 349,805 406,342 

注）１ 「平均給料月額」とは、２５年４月１日現在における職種ごとの職員の給料月額の平均です。 

２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。 

 

③ 職員手当の状況（平成２５年４月１日現在） 

 ア 期末手当・勤勉手当 

氷見市 

１人当たり平均支給額（２４年度）     

１，５５６千円 

（２４年度支給割合）  

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225月分 0.675月分 

１２月期 1.375月分 0.675月分 

 計 2.60月分 1.35月分 

 (1.25月) (0.85月) 
 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当 

区分 氷 見 市 国 

退職 

手当 

（24年度支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

               職務の級による加算措置 

１人当たり平均支給額（２４年度） 

定年・勧奨     ２６，８２７，４６４円 

（24年度支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.03 月分 28.7875 月分 30.87 月分 

勤続 25 年 32.83 月分 38.955 月分 38.955 月分 

勤続 35 年 46.55 月分 55.86 月分 55.86 月分 

最高限度額 55.86 月分 55.86 月分 55.86 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

         職務の級による加算措置 
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ウ 特殊勤務手当 

支給実績（２４年度実績） ８３千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（２４年度実績） ２７，７６７円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度） ３７．５％ 

手当の種類（手当数） ３ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における

調査、測量その他の作業、建築物、公

園、管渠その他の工事の監督又は水質、

騒音等の調査、測定等の危険を伴う業

務に従事するために外勤したとき 

日額 200円 

用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の

施行により生ずる損失の補償につい

て、その権利者又は被補償者等と面接

して交渉を行う業務に従事したとき 

日額 500円 

市税等徴収手当 全職員 市税その他の収入金の徴収、督促又は

滞納処分のため外勤したとき 

日額 300円 

 

エ 時間外勤務手当 

支給実績（２４年度決算） ９４８千円 

職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） １８９，６３６円 

支給実績（２３年度決算） １，３１４千円 

職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） ３２８，５５８円 

  

オ その他手当 

区分 内   容 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（２４年度決算） 

支給職員１人当 

たり平均支給年額 

（２４年度決算） 

扶養

手当 

(1)配偶者  13,000円 

(2)配偶者以外 

② 月額  6,500円 

配偶者がない場合は、そのうち 1 人につ

いて月額 11,000円 

② 満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末

までの間にある子 1人につき、5,000円を

加算 

同じ  千円 円 

１，３０８ ２１８，０００ 

住居

手当 

借家等 

 ①家賃 23,000円以下の場合 

  家賃－12,000円 

 ②家賃 23,000円を超える場合 

  11,000円＋（家賃－23,000円）／２ 

  （最高限度額 27,000円） 

同じ  ０ ０ 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6箇月定期券等の価額による一括支給 

 全額支給限度額  1箇月あたり 55,000円 

同じ  ４１３ ５１，６００ 
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(2)交通用具使用職員 

距離段階区分に応じ 2,000円～24,200円 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に給料に定額支

給。 

同じ  １，０６３ ３５４，２０８ 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中に勤務した職

員に支給 

１時間当たりの給与額×135/100×時間数 

同じ  ９ ９，４６０ 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必

要等により週休日等に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000円 

６時間以上 6,000～12,000円 

同じ  ０ ０ 

 

 (2) 病院事業 

① 職員給与費の状況 

     ア 決算 

区分 総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

人件費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

人件費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

２３年度の総費用に占

める人件費比率 

２４年度 
  千円 

1,012,163 

千円 

△71,281 

千円 

20,074 

％ 

2.0 

％ 

2.7 

   

   イ 予算  

区分 
職員数 

A 

給 与 費 １人あたり給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

２５年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

2 9,471 1,196 3,648 14,315 7,158 

      （注）１ 職員手当には退職給与金を含んでいません。 

          ２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

      ３ 氷見市民病院は平成 20年 4月 1日から指定管理者である金沢医科大学が運営しています。 

 

ウ 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制により総人件費の削減を図っています。 

（職員給与の削減） 

・ 給料の削減（平成 20年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで実施。給料総額△約 5％） 

・ 職員給与の臨時的減額措置（平成 25年 7月 1日から平成 26年 3月 31日まで実施） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

 

② 職員の基本給、平均月収及び平均年齢の状況（平成２５年４月１日現在） 

区分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷 見 市 50.5 394,459 460,385 

注）１ 「平均給料月額」とは、２５年４月１日現在における職種ごとの職員の給料月額の平均です。 

２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。 

３ 氷見市民病院は平成２０年４月１日から指定管理者である金沢医科大学が運営しているため、病院事業会計には医師、医療技術

員、看護師等の職員は不在です。 



- 13 - 

③ 職員手当の状況（平成２５年４月１日現在） 

  ア 期末手当・勤勉手当 

氷見市 

１人当たり平均支給額（２４年度） 

１，８１２千円 

（２４年度支給割合）  

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225月分 0.675月分 

１２月期 1.375月分 0.675月分 

 計 2.60月分 1.35月分 

 (1.25月) (0.85月) 
 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当 

区分 氷 見 市 国 

退職 

手当 

（24年度支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

               職務の級による加算措置 

（24年度支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.03 月分 28.7875 月分 30.87 月分 

勤続 25 年 32.83 月分 38.955 月分 38.955 月分 

勤続 35 年 46.55 月分 55.86 月分 55.86 月分 

最 高 限 度 額 55.86 月分 55.86 月分 55.86 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

         職務の級による加算措置 

  

ウ 特殊勤務手当 

支給実績（２４年度実績） ０千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（２４年度実績） ０円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度） ０％ 

手当の種類（手当数） ２ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における調

査、測量その他の作業、建築物、公園、

管渠その他の工事の監督又は水質、騒音

等の調査、測定等の危険を伴う業務に従

事するために外勤したとき 

日額 200円 

用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の

施行により生ずる損失の補償について、

その権利者又は被補償者等と面接して

交渉を行う業務に従事したとき 

日額 500円 

 （注） 氷見市民病院は平成 20年 4月 1日から指定管理者である金沢医科大学が運営しています。そのため病院事業会計

には医師、医療技術員、看護師等の職員は不在であり、一般行政職を対象とした特殊勤務手当のみが支給されてい

ます。 
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エ 時間外勤務手当 

支給実績（２４年度決算） ２千円 

職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） ２，３４０円 

支給実績（２３年度決算） １０１千円 

職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） １００，５１２円 

 

オ その他手当 

区分 内   容 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（２４年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（２４年度決算） 

扶養

手当 

(1)配偶者  13,000円 

(2)配偶者以外 

③ 月額  6,500円 

配偶者がない場合は、そのうち 1 人につ

いて月額 11,000円 

② 満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末

までの間にある子 1人につき、5,000円を

加算 

同じ  千円 円 

５７０ ２８５，０００ 

住居

手当 

借家等 

 ①家賃 23,000円以下の場合 

  家賃－12,000円 

 ②家賃 23,000円を超える場合 

  11,000円＋（家賃－23,000円）／２ 

  （最高限度額 27,000円） 

同じ  ０ ０ 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6箇月定期券等の価額による一括支給 

 全額支給限度額  1箇月あたり 55,000円 

(2)交通用具使用職員 

距離段階区分に応じ 2,000円～24,200円 

同じ  １１５ １１５，２００ 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に給料に定額支

給。 

同じ  ４４７ ４４７，０２４ 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中に勤務した職

員に支給 

１時間当たりの給与額×135/100×時間数 

同じ  ０ ０ 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必

要等により週休日等に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000円 

６時間以上 6,000～12,000円 

同じ  ０ ０ 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

(1) 勤務時間の状況 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 午後零時から午後１時まで 

（注）公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員（各種施設等）は、上記以外の勤務時間

の割振りによります。 

 

(2) 休暇休業制度の取得状況 

職員の休暇、休業制度については、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、規則や育児休業等に関する条例、

規則等に基づいて定められており、主な休暇、休業制度の状況は次のとおりです。 

区 分 
休暇（休業）期間等 

（１年あたり） 

平成２４年の取得状況 

市長部局等 消防 

年次休暇 ２０日 平均９.８日 平均１１.８日 

夏季休暇 ５日以内 平均４.９日 平均５.０日 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇  ５日以内 取得件数 ０件 取得件数 ０件 

子の看護休暇 ５日以内 

（２人以上の場合１０日以内） 
取得件数２０件 取得件数 ０件 

短期介護休暇 ５日以内 

（２人以上の場合１０日以内） 
取得件数 ０件 取得件数 ０件 

育児休暇 1日２回、それぞれ３０分の期間 取得件数 ０件 取得件数 ０件 

病気休暇 ９０日以内 取得件数２４件 取得件数 ３件 

介護休暇 ６月以内 取得件数 １件 取得件数 ０件 

育児休業 子が３歳に達するまでの期間 取得件数 ６件 取得件数 ０件 

部分休業 子が３歳に達するまでの期間で、始業時

又は終業時、1日を通じて２時間以内 
取得件数 ０件 取得件数 ０件 

 （注）子の看護休暇の１０日以内、短期介護休暇は、平成２２年６月３０日より施行です。 

 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分の状況 

区  分 降任 免職 休職 降給 計 

市長部局等   ３  ３ 

消防     ０ 

（注）１ 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職責を十分に果たすこと

ができない場合に行われる職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のことをいいます。 

 

(2) 懲戒処分の状況 

区  分 戒告 減給 停職 免職 計 

市長部局等     ０ 

消防     ０ 

（注）１ 懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、公務員としてふさわし

くない非行がある場合に行われる処分のことをいいます。 
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６ 職員の服務の状況 

(1) 職務専念義務免除の状況 

  平成２４年度の職務専念義務免除の状況は、次の表のとおりです。 

 市長部局等 消防 

研修を受ける場合 ２ ０ 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 ０ ０ 

職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として

の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 
４ ０ 

市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体

の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 
１７ ０ 

職員が公務に支障のない範囲内において、市町村の消防団員となって

火災等の災害出動、演習 
４ ０ 

職員が公務に支障のない範囲内において、国民体育大会等に選手又は

監督等として参加する場合 
０ ０ 

国又は地方公共団体の機関、学校その他公的団体から委嘱を受けて講

演、講義等を行う場合 
０ ０ 

職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合 ０ ０ 

その他任命権者が特に必要と認めて市長の承認を得た場合 ５１ ２ 

（注）１ 市職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において、職務に専念する義務があ

りますが（地方公務員法第３５条）、合理的な理由がある場合は、限定的にその免除が認められています。 

 

(2) 営利企業等従事許可の状況 

 平成２４年度の営利企業等従事許可の状況は、次の表のとおりです。 

許可の基準 平成２４年の許可件数 

市長部局等 消防 

次のいずれにも該当しないと認める場合 

① その職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のお

それのある場合 

② 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

③ その他公務員として適当でないと認められる場合 

２２ ０ 

（注）１ 市職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団

体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかな

る事業若しくは事務にも従事してはならない（地方公務員法第３８条）とされており、上の表の基準を満たして

いる場合に、例外的に許可を受けることができます。 
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７ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 職員の研修の状況 

 平成２４年度の職員の研修の状況については、次の表のとおりです。 

①市長部局等 

区        分 
回  数 人  数 

研 修 区 分 実 施 区 分 等 

一般研修 富山県 ２ ２６ 

一般研修 
富山県市町村職員研修機構 ３８ １０７ 

氷見市 １２ ４７２ 

派遣研修 自治大学校等 １７ １７ 

自己啓発 通信教育等 ３ ７ 

その他 富山県市町村共済組合 １ ５ 

合計 ７３ ６３４ 

 

②消防 

区        分 
回  数 人  数 

研 修 区 分 実 施 区 分 等 

専門研修 
実務研修 ４２ １６５ 

救急救命士実施研修 １０ ３４ 

派遣研修 富山県消防学校 ７ １０ 

合計 ５９ ２０９ 

 

(2) 勤務成績の評定の状況 

能力評価により実施しています。 

①能力評価 

 ア 被評価者 

   行政職給料表の適用を受ける主事級及び課長補佐級以上課長級までの職員に実施し、主査及び主任には参考とし

て評価しています。 

  

イ 評価者 

１次評価者 所属長（保育士にあっては、園長） 

２次評価者 部長（保育士にあっては、福祉課長） 

  

ウ 評価項目 

  発揮能力、目標達成行動について評価しています。 

  

エ 評価期間 

  期間は１年間とし、基準日は１２月１日としています。 

  

オ 評価結果の活用 

   昇給、昇任、昇格及び研修に活用しています。また、勤務成績不良職員については、降任、降格及び勤勉手当の

支給率に活用しています。 
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８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 厚生制度の状況 

 公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施しており、その状況は次のとおりです。 

 ア 健康管理 

主な項目 対象者等 
実施状況 

市長部局等 消 防 

定期健康診断 全職員         ２７８ ４４ 

特別健康診断（腰痛） 調理員         ２ ０ 

生 活

習 慣

病 

胃検診 希望職員       ５５ ４ 

便潜血検査 希望職員       ６７ ５ 

喀痰検査 希望職員       ３３ ５ 

婦人 子宮検診 希望職員       ４６ ０ 

乳房検診 希望職員       ６３ ０ 

節目人間ドック 指定年齢の職員 ６６ ９ 

 

イ 福利事業  

① 市長部局等（明朗会 会員３９０名） 

・平成２４年度決算額  ２，７４１，６１５円(公費負担率０％) 

   ・一人当たりの公費負担額    ０円 

   ・会員掛金  ２，２５６，３８６円（給料月額×1.25/1,000、繰越金を含む。） 

事業名称 事業概要、対象者 内容 実績 財源 

共

済

費 

結婚祝 結婚したとき本人へ給付 50,000円 5名  250,000円 会費掛金 

新築祝 新居新築したとき本人へ給付 20,000円 0名        0円 会費掛金 

誕生祝 子女が出生したとき本人へ給付 20,000円  7名  140,000円 会費掛金 

銀婚祝 銀婚を迎えたとき本人へ給付 記念品 12名  157,980円 会費掛金 

傷病見舞 傷病のため 14 日以上療養を要し

たとき本人へ給付 

10,000円  8名   80,000円 会費掛金 

弔慰 本人または家族等が死亡したと

き本人または家族等へ給付 

20,000～80,000円 31名  920,105円 会費掛金 

介護休暇 介護休暇で給料の全部が支給さ

れないとき本人へ給付 

2,500円（1日） 2名  427,500円 会費掛金 

退職記念品 勤続 20年以上の退職時に本人へ 旅行券30,000円分 20名  600,000円 会費掛金 

退職者記念写真 退職辞令交付式後の記念写真代  4,500円 会費掛金 

災害復旧支援活

動参加激励金 

他自治体等から要請を受け、命じ

られて災害復旧活動に参加した

とき本人へ給付 

5,000～10,000円 0名         0円 会費掛金 

厚

生

費 

人間ドック助成 人間ドックを受診したとき本人

へ給付 

4,000～8,000円 33名  157,000円 会費掛金 
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事業名称 事業概要、対象者 内容 実績 財源 

厚

生

費 

交

付

金 

市民プール他利

用助成 

年間 1枚までの市民プール・トレ

ーニングセンター・ふれあいスポ

ーツセンターの回数券助成 

1,000円 0名         0円 会費掛金 

ひみまつり参加

助成 

ひみまつり参加に対する助成           0円 会費掛金 

事

務

費 

慶弔封筒等購入

代 

消耗品代  4,530円 会費掛金 

繰

出

金 

繰出金 定期預金           0円 会員掛金 

 

 

② 消防（有磯消友会 会員５４名） 

   ・平成２４年度決算額  ２，０５７，４１０円(公費負担率０％) 

   ・一人当たりの公費負担額   ０円 

   ・会員掛金  ２，５５８，４９２円（給料月額×8/1,000、繰越金・定期解約を含む） 

事業名称 事業概要、対象者 内容 実績 財源 

共

済

費 

結婚祝 結婚したとき本人へ給付 35,000円 2名   70,000円 会費掛金 

誕生祝 子女が出生したとき本人へ給付 20,000円 2名    40,000円 会費掛金 

銀婚祝 銀婚を迎えたとき本人へ給付 35,000円 1名   35,000円 会費掛金 

30年勤続祝 勤続 30 年を迎えたときに本人へ

給付 

50,000円 2名   100,000円 会費掛金 

成人祝 成人を迎えたときに本人へ給付 10,000円 1名    10,000円 会費掛金 

傷病見舞 傷病のため 7日以上療養を要した

とき本人へ給付 

20,000円 3名    60,000円 会費掛金 

弔慰 本人または家族等が死亡したと

き本人または家族等へ給付 

10,000～50,000円 4名   198,000円 会費掛金 

災害見舞 災害にあったとき本人へ給付 その都度協議 0名      0円 会費掛金 

介護休暇 介護休暇で給料の全部が支給さ

れないとき本人へ給付 

2,500円（1日） 

2 週間以上 3 ヶ月

以内 

0名      0円 会費掛金 

退職記念 退職時に本人へ 10,000円～60,000

円の現金または記

念品 

2名  240,000円 会費掛金 

会議費 会議用消耗品  5,938円 会費掛金 

訓練助成費 各種訓練助成  205,000円 会費掛金 
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事業名称 事業概要、対象者 内容 実績 財源 

福

利

厚

生

費 

図書購入費 雑誌  10,910円 会費掛金 

新聞購読料 新聞  70,704円 会費掛金 

通信費 ケーブルテレビ、ＮＨＫ  67,468円 会費掛金 

送別会費 送別会経費 花束・タクシー含 657,100円 会費掛金 

備品購入費 冷蔵庫購入  85,155円 会費掛金 

各種負担金 消防協会等負担金  195,600円 会費掛金 

新年写真代 取りやめ  0円 会費掛金 

積立金 定期預金  0円 会費掛金 

諸費 口座振込手数料、封筒等購入代、

電子メール代 

 6,535円 会費掛金 

 

(2) 共済制度の状況 

   社会保険制度の一環として、相互救済による共済制度を実施しており、主な給付の状況は次のとおりです。なお、制

度実施のため必要な財源は、職員（組合員）の掛金と地方公共団体の負担金によってまかなわれています。 

（短期給付事業） 

給 付 区 分 
富山県市町村職員共済組合 

件数 給付額（千円） 

保

健

給

付 

療養費 ２５ １，８６６ 

出産費   

配偶者出産費   

埋葬料   

家族埋葬料 １ ５０ 

小計 ２６ １，９１６ 

休

業

給

付 

傷病手当金 ８ ２，６２５ 

出産手当金   

休業手当金   

育児休業手当金 ２４ ３，４０８ 

介護休業手当金 ５ ７１４ 

小計 ３７ ６，７４７ 

災

害

給

付 

弔慰金   

家族弔慰金   

災害見舞金   

小計 ０ ０ 

附

加

給

付 

一部負担金払戻金等 ７３ ２，７５８ 

出産費附加金   

配偶者出産費附加金   

埋葬料附加金   

家族埋葬両附加金 １ ５０ 

災害見舞金附加金   

小計 ７４ ２，８０８ 

合計 １３７ １１，４７１ 
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（貸付事業） 

給 付 区 分 件  数 給付額（千円） 

普通貸付 ４ ５，８８０ 

住宅貸付 ２ １０，５００ 

特別貸付 １ ９００ 

災害貸付   

高額医療貸付   

出産貸付   

合計 ７ １７，２８０ 

 

(3) 公務災害補償制度の状況 

種類 内容等 

補償状況 

市長部局等 消防 

件数 金額 件数 金額 

療養補償 
公務又は通勤による負傷や疾病の療養（以下「上

記療養」と記載）に必要な費用を支給します。 
4件 199,781円 なし なし 

障害補償 
上記療養の治ゆ後、一定の障害が残った場合に年

金等を支給します。 
1件 1,351,100円 なし なし 

遺族補償 
公務又は通勤により死亡した場合に配偶者等に

対し年金等を支給します。 
2件 4,856,800円 なし なし 

福祉事業 

上記補償に加えて附加給付として被災職員およ

び遺族の福祉に対して必要な事業及び公務災害

防止のために必要な事業を行います。 

4件 1,457,600円 なし なし 

計 11件 7,865,281円 0件 0円 

 

 

９ 職員の競争試験及び選考の状況 

(1) 競争試験の状況 

区分 
第１次試験 第２次試験 最終倍率 

A/B 申込者 受験者 A 合格者 受験者 合格者 B 

一般行政（上級） ６８ ６５ １９ １８ ８ ８．１ 

土  木（上級） ７ ７ ４ ２ ２ ３．５ 

消  防（上級） ６ ４ ２ １ ０ －  

消防（救急救命士） １２ ９ ５ ３ １ ９．０ 

消  防（初級） ２１ ２０ ７ ６ ２ １０．０ 

 

 

１０ 勤務条件に関する措置の状況 

  平成２４年度において、措置要求事案はありません。 

 

１１ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

  平成２４年度において不服申立て事案はありません。 


